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１ タイトル 

令和４年２月に策定した「広島市地域コミュニティ活性化ビジョン」（以下「ビジョン」という。）にお

いて、基本理念のキーワードとして「持続可能な地域コミュニティの実現」を掲げていることを踏まえ、

タイトルは、「持続可能な地域コミュニティの実現に向けたガイドライン」（以下「ガイドライン」とい

う。）とする。 

また、ビジョンのキーワードである「自分たちのまちは自分たちで創り、守る」を副題とするととも

に、老若男女問わず多くの市民等に本ガイドラインに親しみを持って手に取ってもらうため、表紙には

「ともにつくりまもる」と平仮名のキャッチコピーを付ける。 

項目 内容 

正式名称 持続可能な地域コミュニティの実現に向けたガイドライン 

副題 ～自分たちのまちは自分たちで創り、守る～ 

  

２ たたき台からの主な変更点等 

項目 内容 

全体に関する事項 ・前回の条例有識者会議での委員からの意見を踏まえ、ガイドラインの随所に二

次元コードを掲載し、各ページの詳細な内容はホームページに記載することと

した。 

・キャラクターが随所で分かりやすい言葉でコメントし、本文の理解を深めやす

い構成とした。 

このガイドライン

について（表紙の

次ページ） 

・前回の条例有識者会議において、「ガイドラインの主なターゲットを明示して

はどうか。」との意見を踏まえ、ＬＭＯをこれから設立したいと考えている地

域の方にはＬＭＯづくりの留意点を、既にＬＭＯを運営している地域の方には

持続的かつ適正な運営を行うためのポイントやヒントが書かれている旨を追加

した。 

第１部 基礎編 

（3～10ページ） 

 

 

 

 

 

２ 持続可能な地域コミュニティの実現に向けた「ひろしまＬＭＯ」の役割と市

の責務（５、６ページ） 

・前回の条例有識者会議において、「市民、地域団体、事業者、ＬＭＯの４つの

主体が並列で表現されていることが適切か。」との意見を踏まえ、本項を「ひ

ろしまＬＭＯの役割」に特化した項目にするとともに、ＬＭＯを中心に、市

民、地域団体、事業者の４つの主体が重なり合うような重層的な図に変更し

た。 

３ 持続可能な地域コミュニティの実現に向けた各主体の取組（７～９ページ） 

・「各主体の役割」としていた項目を「各主体の取組」に変更したとともに、委

員からの意見を基に、より具体的な取組に結び付けていくための「ポイント」

を追加した。 

第２部実践編 

（11～30ページ） 

 

 

 

実践編全体に関する事項 

・より分かりやすい内容とするため、「取組事例」として、既にＬＭＯを設立し

ている地域の事例を記載した。 

・「Ｑ＆Ａ」の項目を随所に設け、各ステップにおける検討上の留意点や法及び

条例に基づく留意点などを明記した。 

資料２ 

「持続可能な地域コミュニティの実現に向けたガイドライン（素案）」について 
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項目 内容 

第２部実践編 

（11～30ページ） 

 

・前回の条例有識者会議において、「各ステップなどにチェックリストを記載し

てはどうか。」との意見を踏まえ、随所に「チェックポイント」の項目を追加

した。 

１ ひろしまＬＭＯの設立（１１ページ） 

ステップ０（１３～１４ページ） 

・前回の条例有識者会議において、「地域課題の把握の方法を市街地と住宅団

地、中山間地域で類型化し、地域特性に合わせた地域課題が認識できるよう

なページを作成してはどうか。」との意見を踏まえ、ＬＭＯづくりの最初の

ステップとして「地域の魅力や課題の共有」から始めることを明記した。 

２ ひろしまＬＭＯの持続的かつ適正な運営（３１ページ） 

⑴ 地域への周知等を図るために（３１～３２ページ） 

・前回の条例有識者会議において、「各ＬＭＯで公式ホームページを作成し

てください。ＳＮＳなどのＩＣＴを活用して、効果的な情報発信を行って

ください。という趣旨の記載をしてほしい。」や「ＬＭＯのホームページ

作成について、運営助成金を活用して業者に委託することもできるし、Ｌ

ＭＯの中に詳しい人がいればコストをかけなくても安く作成できる。」と

の意見を踏まえ、「地域への周知等を図るために」という項目を作成し、

ＬＭＯにおいてホームページやＳＮＳを活用したＰＲや情報の公開につい

て記載したほか、４４ページでも透明性の高い運営を行うためにホームペ

ージ等の作成に関する記載をした。 

⑵ 活動を持続させていくために（３３～４２ページ） 

・ＬＭＯの活動の持続性を高めるために、ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づ

いた構成に変更した。 

・ＬＭＯの取組の発展として、自主財源の確保、人材の発掘・育成、法人化

の検討を追加した。 

⑶ 適正な運営を確保するために（４３～４４ページ） 

・法及び条例に基づく指定地域共同活動団体であるひろしまＬＭＯには、法

及び条例に基づき民主的で透明性の高い適正な運営が求められることか

ら、適正な運営を行うための留意点などを追加した。 

おわりに 

（47ページ） 

・前回の条例有識者会議において、「暮らしやすい地域コミュニティになること

が大事であり、楽しみながらやったときに地域がどうなるのかというような、

入口と出口に関する記載があればよいと思う。」との意見を踏まえ、本項にお

いて、ステップ０において類型化した地域の課題が解決した状況に記載内容を

変更し、「ステップ０」を入口として、「おわりに」が出口となるような構成と

した。 

資料編（49 ページ） ・広島市指定地域共同活動団体の指定等に関する条例施行規則を追加した。 

 

３ 今後のスケジュール 

６月２５日 市議会総務委員会においてガイドライン案の報告 

７月１日  ガイドラインの策定 


